
平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日
提
出

質

問

第

二

九

一

号

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
在
籍
す
る
政
党
事
務
局
職
員
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

赤

澤

亮

正
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内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
在
籍
す
る
政
党
事
務
局
職
員
に
関
す
る
質
問
主
意
書

私
が
平
成
二
十
二
年
三
月
四
日
に
提
出
し
政
府
が
平
成
二
十
二
年
三
月
十
二
日
に
閣
議
決
定
し
た
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と

し
て
在
籍
す
る
民
主
党
事
務
局
職
員
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
以
下
、
答
弁
書
と
す
る
）
、
政
府
が
平
成
二
十
二
年

三
月
十
六
日
に
閣
議
決
定
し
た
衆
議
院
議
員
石
田
真
敏
君
提
出
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
並
び

に
平
成
二
十
二
年
二
月
十
六
日
、
同
年
三
月
二
日
、
同
五
日
、
十
二
日
及
び
十
六
日
に
自
由
民
主
党
が
衆
議
院
内
に
お
い
て
開

催
し
た
「
自
由
民
主
党
国
会
対
策
委
員
会
法
案
説
明
会
」
に
お
い
て
政
府
か
ら
提
出
さ
れ
た
資
料
（
以
下
、
資
料
と
す
る
）
を

踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
政
党
事
務
局
職
員
の
経
歴
に
つ
い
て

答
弁
書
で
は
、
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
の
採
用
に
つ
い
て
「
人
事
院
規
則
八－

一
二
（
職
員
の
任
免
）
第
四
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
歴
評
定
等
に
よ
る
能
力
の
実
証
を
経
て
採
用
し
た
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
人
事
院
規
則
八－

一

二
（
職
員
の
任
免
）
第
四
十
六
条
第
二
項
に
は
、
「
で
き
る
限
り
広
く
募
集
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
も
あ
る
。
ま
た
答
弁

書
で
は
、
人
選
の
基
準
、
意
義
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
専
門
調
査
員
と
し
て
の
職
務
を
十
分
果
た
せ
る
か
ど
う
か
を
判
断

基
準
に
人
選
を
行
っ
た
」
、
「
内
閣
官
房
長
官
の
指
示
を
受
け
て
、
各
府
省
の
大
臣
等
に
対
し
、
専
門
的
知
見
に
基
づ
い
た

一



情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
わ
せ
る
」「
政
治
主
導
に
よ
る
行
政
の
円
滑
な
運
営
に
資
す
る
も
の
」
と
し
て
い
る
。
同
じ
く

答
弁
書
で
は
「
平
成
二
十
一
年
九
月
十
六
日
以
前
に
政
党
事
務
局
の
職
員
が
内
閣
官
房
の
職
員
と
し
て
在
籍
し
た
事
例
は
な

い
」
と
し
、
政
権
交
代
後
の
新
た
な
試
み
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
公
費
出
張
を
行
う
内
閣
官
房
専
門
調
査

員
に
特
定
の
政
党
事
務
局
職
員
が
採
用
さ
れ
た
理
由
を
国
民
が
検
証
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
「
経
歴
評
定
等
に
よ
る
能

力
の
実
証
を
経
て
」
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
在
籍
す
る
政
党
事
務
局
職
員
の
経
歴
を
各
々
全
て
明
示
さ
れ
た
い
。

二

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
政
党
事
務
局
職
員
の
実
際
の
勤
務
に
つ
い
て

�

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
政
党
事
務
局
職
員
の
勤
務
状
況
は
、
答
弁
書
に
よ
る
と
「
内
閣
官
房
長
官
の

指
示
に
よ
り
、
そ
の
時
々
の
必
要
に
応
じ
て
勤
務
す
る
」
と
あ
る
。
「
そ
の
時
々
の
必
要
に
応
じ
て
勤
務
す
る
」
場
合
、

誰
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
の
勤
怠
管
理
を
行
い
、
直
属
の
上
司
は
誰
な
の
か
伺
い
た
い
。
ま
た
、

勤
怠
管
理
を
行
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
当
該
勤
怠
管
理
を
も
と
に
し
て
、
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
の
採
用
か
ら
現
在
ま
で
の

合
計
勤
務
日
数
、
合
計
勤
務
時
間
を
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
ご
と
に
明
示
さ
れ
た
い
。

�

国
家
公
務
員
で
あ
る
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
政
党
事
務
局
職
員
は
、
政
党
本
部
、
各
府
省
、
内
閣
官

房
の
い
ず
れ
か
で
ま
た
は
そ
れ
以
外
の
場
所
で
ど
の
よ
う
に
「
必
要
に
応
じ
て
勤
務
」
を
し
て
い
る
の
か
、
内
閣
官
房
専

二



門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
政
党
事
務
局
職
員
ご
と
に
明
示
さ
れ
た
い
。

�

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
政
党
事
務
局
職
員
に
は
、
担
当
府
省
庁
は
な
い
の
か
。
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
ご
と
に
明
示
さ
れ
た
い
。

�

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
政
党
事
務
局
職
員
の
使
用
す
る
公
用
車
は
あ
る
の
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
当

該
車
両
運
行
記
録
も
存
在
す
る
の
か
。

三

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
政
党
事
務
局
職
員
の
公
費
出
張
に
つ
い
て

�

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
政
党
事
務
局
職
員
の
採
用
か
ら
現
在
ま
で
の
間
に
お
け
る
公
費
出
張
に
つ
い

て
、
当
該
職
員
の
氏
名
、
出
発
日
時
、
出
張
に
要
し
た
日
数
、
支
給
さ
れ
た
旅
費
（
航
空
賃
、
鉄
道
賃
及
び
宿
泊
料
等
を

項
目
ご
と
に
示
し
た
も
の
及
び
そ
の
合
計
金
額
、
当
該
公
費
出
張
が
複
数
名
で
あ
れ
ば
一
人
あ
た
り
の
金
額
及
び
合
計
金

額
）
、
移
動
手
段
（
公
用
車
の
使
用
の
有
無
及
び
新
幹
線
、
航
空
機
を
使
用
し
た
場
合
は
座
席
の
種
類
及
び
そ
の
金
額
）

及
び
宿
泊
施
設
名
と
宿
泊
部
屋
の
種
類
（
複
数
日
で
あ
れ
ば
一
日
ご
と
の
金
額
と
合
計
金
額
及
び
複
数
名
で
あ
れ
ば
一
人

あ
た
り
の
金
額
及
び
合
計
金
額
）
を
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
の
公
費
出
張
ご
と
に
分
け
、
さ
ら
に
内
閣
官
房
専
門
調
査
員

ご
と
に
明
示
さ
れ
た
い
。

三



�

答
弁
書
に
あ
る
「
�
米
国

�
意
見
交
換

�
平
成
二
十
二
年
三
月
十
二
日
時
点
で
未
精
算
」
（
公
費
に
よ
る
米
国
で

の
意
見
交
換
。
以
下
同
じ
）
と
あ
る
公
費
出
張
に
つ
い
て
は
、
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
政
党
事
務
局
職

員
が
、
当
該
公
費
出
張
中
に
参
加
し
た
正
式
な
会
合
名
、
会
合
の
主
催
者
、
会
合
を
開
催
し
た
都
市
名
及
び
施
設
名
、
意

見
交
換
を
行
っ
た
相
手
（
氏
名
、
年
齢
、
性
別
、
所
属
す
る
組
織
名
及
び
役
職
名
）
を
全
て
明
示
さ
れ
た
い
。

�

公
費
に
よ
る
米
国
で
の
意
見
交
換
及
び
付
随
す
る
会
合
に
参
加
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

�

公
費
に
よ
る
米
国
で
の
意
見
交
換
が
大
臣
、
副
大
臣
、
政
務
官
の
随
行
で
な
く
、
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
の
み
で
実
施

さ
れ
た
の
は
「
内
閣
官
房
長
官
の
指
示
に
よ
り
、
そ
の
時
々
の
必
要
に
応
じ
て
行
わ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
か
伺
い
た
い
。

ま
た
、
そ
の
費
用
を
公
費
支
出
す
る
こ
と
の
理
由
を
明
示
さ
れ
た
い
。

�

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
の
所
掌
事
務
の
範
囲
に
つ
い
て
答
弁
書
で
は
「
（
内
閣
官
房
）
専
門
調
査
員
は
、
内
閣
官
房
長

官
の
指
示
を
受
け
て
、
各
府
省
の
大
臣
等
に
対
し
、
専
門
的
知
見
に
基
づ
い
た
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
を
そ

の
職
務
と
し
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
政
党
事
務
局
職
員
の
み
の
公
費
に
よ
る
米

国
で
の
意
見
交
換
が
「
情
報
の
提
供
及
び
助
言
」
に
あ
た
る
の
か
明
確
に
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
。

四

政
治
主
導
確
立
法
案
と
の
関
係
に
つ
い
て

四



資
料
（
タ
イ
ト
ル
「
常
勤
の
内
閣
政
務
参
事
、
内
閣
政
務
調
査
官
及
び
政
務
調
査
官
の
給
与
に
つ
い
て
」
）
で
は
、
「
任

用
が
想
定
さ
れ
る
者
及
び
そ
の
職
責
を
踏
ま
え
」
と
あ
る
が
、
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
政
党
事
務
局
職
員

が
内
閣
政
務
参
事
、
内
閣
政
務
調
査
官
及
び
政
務
調
査
官
に
任
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
か
。
任
用
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
人

選
の
基
準
、
意
義
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


